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 公    告  
宮津市公告第３号 

   公示送達書 

 次の書類は、宮津市市民部市民課に保管してありますから、来庁の上、受領してください。 

  平成29年１月17日 

                                宮津市長 井 上 正 嗣  

 （以下掲示済） 

――――  ＊ ＊ ＊  ―――― 
宮津市公告第４号 

 宮津市営住宅等設置及び管理条例（平成９年条例第25号）第３条の規定により、次のとおり市営住

宅等（その他住宅）の入居者を公募します。 

  平成29年１月20日 

                                宮津市長 井 上 正 嗣  

１ 公募する住宅 

団 地 名 所 在 地 種別 家賃（月額） 戸数 規格 

Ｂ棟 39,000円 ２ みやづ城東タウン 

（若者向け住宅） 
宮津市字惣 

Ｃ棟 42,000円 １ 
３ＤＫ

２ 入居者の資格 

 (1) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。 

 (2) 主たる生計者が40歳未満であること。 

 (3) 現に市町村税を滞納していないこと。 

 (4) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。 

  (5) 申込者又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。 

３ 入居の期間  

  建物賃貸借契約締結の日から起算して10年を限度とします。 

ただし、契約期間満了時において、義務教育が終了していない同居親族があるときは、当該同居

親族の義務教育が終了するまでの間、新たな賃貸借契約を締結することができます。 

４ 申込方法 

  宮津市建設部都市住宅課建築住宅係（本館南棟３階）又は市民部市民課市民窓口係（本館１階）

に備付けの「みやづ城東タウン入居者募集案内書」に添付の「みやづ城東タウン入居申込書」によ

り申し込んでください。 

５ 申込みの期間及び場所 

 (1) 期間 平成29年１月31日(火)から平成29年３月10日(金)まで 

 (2) 場所 宮津市建設部都市住宅課建築住宅係 

６ 選考方法 

  先着順 (同日に複数の申込みがあった場合は抽選となります。) 

７ 入居時期 入居決定した日から約１月後 
 

 

 教育委員会  
《告 示》 

宮津市教育委員会告示第１号 

平成29年第１回宮津市教育委員会定例会を次のとおり招集する。 

平成29年１月18日 

                                宮津市教育委員会      

                                 教育長 藤 本 長 壽  

１ 日 時 平成29年１月26日(木) 午前９時 

２ 場 所 宮津市役所 第６会議室 
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――――  ＊ ＊ ＊  ―――― 
《訓 令》 
宮津市教育委員会教育長訓令甲第１号 

                                         庁 中 一 般 

                                         各教育機関 

 宮津市立小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程を次のように定める。 

  平成29年２月１日 

                                宮津市教育委員会 

                                 教育長 藤 本 長 壽  

   宮津市立小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程 

 宮津市立小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程（平成２年教育委員会教

育長訓令甲第２号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、別に定めるもののほか、宮津市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職

員(非常勤の者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占める者を除く。)を除く。以下同じ。)の服務について必要な事項を定めるものとする。 

 （準用） 

第２条 府費負担教職員の服務については、京都府立学校職員服務規程（平成２年京都府教育委員会

教育長訓令第１号）を準用する。 

   附 則 

 この規程は、平成29年２月１日から施行する。 

 

 

 

 農業委員会   
《告 示》 

宮津市農業委員会告示第１号 

 宮津市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  平成29年１月５日 
                                  宮津市農業委員会 
                                   会長 藤 井  忠  

１ 日 時 平成29年１月11日（水） 午後４時 

２ 場  所  宮津市役所  第５会議室 

３  議  題  

議第１号  農地法第５条の許可申請に係る意見について 

議第２号 非農地証明について    

 ――――  ＊ ＊ ＊  ―――― 
宮津市農業委員会告示第２号 

 宮津市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  平成29年２月１日 
                                  宮津市農業委員会 
                                   会長 藤 井  忠  

１ 日 時 平成29年２月８日（水） 午前９時30分 

２ 場  所  宮津市役所  第５会議室 

３  議  題  

議第３号  非農地証明について 

議第４号 下限面積（別段の面積）の設定について 


